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す
る
。

指
導
原
則
と
N
A
P
の
策
定

(1
)
 

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
」
（
以
下
、
指
導
原
則
）
が

2
0
1
1
年
に
国
連
人
権
理
事
会
で
承
認
さ
れ
て
か
ら

8
年
が
経

つ
。
そ
の
年
月
の
な
か
で
進
展
し
た
国
家
の
人
権
保
護
義
務
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

「ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
す
る
国
別
行
動
計
画
（
以

下、

N
A
P
)
の
策
定
が
あ
る
。
日
本
政
府
は
、

2
0
1
6
年
に

N
A
P
策
定
を
国
連
の
場
で
宣
言
し、

2
0
1
8
年
末
に
ビ
ジ
ネ
ス
と

(2
)
 

人
権
に
関
す
る
国
内
政
策
の
現
状
に
つ
い
て
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
ス
タ
デ
ィ
報
告
書

（以
下
、

B
L
S
報
告
書
）
を
発
表
し
た
。
N
A
P
に

盛
り
込
ま
れ
る
施
策
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
指
導
原
則
の
適
用
範
囲
が
対
象
と
な
る
た
め
、
領
域
内
で
の
企
薬
活
動
の
み
な
ら
ず
、
自

国
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
動
も
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

日
本
の

B
L
S
報
告
書
か
ら
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
は
、

日
本
企
業
の
他
国
で
の
活
動
に
お
け
る
人
権
侵
害
の
防
止
・
救
済
に
関
す
る
施
策
の
不
十
分
さ
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
自

国
企
業
の
領
域
外
で
の
人
権
侵
害
に
対
す
る
国
家
の
保
護
義
務
、
す
な
わ
ち
域
外
的
保
護
義
務
に
注
目
し
、
人
権
条
約
実
施
機
関
の
見
解

を
中
心
に
、
そ
し
て
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
の
条
約
化
を
検
討
す
る
政
府
間
作
業
部
会
で
の
議
論
を
補
足
的
に
検
討
し
、
国
家
の
域
外
的

保
護
義
務
の
国
内
実
施
と
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
が

N
A
P
に
盛
り
込
ま
れ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
現
在
ま
で
の
到
達
点
を
明
ら
か
に

指
導
原
則
に
お
け
る
国
家
の
域
外
的
保
護
義
務
と
国
別
行
動
計
画

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
と
い
う
用
語
は
、

(3
)
 

2
0
0
5
年
に
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
が
報
告
書
の
な
か
で
使
用
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
と
な

り
、
現
在
で
は
、
企
業
の
事
業
活
動
全
体
（
原
材
料
調
達
、
委
託
製
造
か
ら
流
通
過
程
、
商
品
の
廃
棄
・
リ
サ
イ
ク
ル
・
再
資
源
化
ま
で
）

は
じ
め
に
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2
 

使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
と
い
う
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
国
際
社
会
の
共
通
認
識
と
な
る
「
政
治
的
に
権
威
の
あ

る
解
決
策
」
と
し
て
起
草
さ
れ
た
の
が
指
導
原
則
で
あ
る
。
指
導
原
則
は
、
受
入
国
・
本
国
の
双
方
を
含
む
「
国
家
の
保
護
義
務
」
、
国
際

人
権
基
準
を
最
低
限
の
基
準
と
し
た
「
企
業
の
尊
重
義
務
」
、
そ
し
て
司
法
救
済
お
よ
び
司
法
外
の
多
様
な
苦
情
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
確
保

す
る
「
救
済
へ
の
ア
ク
セ
ス
」
と
い
う
三
つ
の
柱
を
運
用
化
し
た

31
の
原
則
か
ら
な
る
。
指
導
原
則
は
政
策
文
書
で
あ
り
法
的
拘
束
力
あ

る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
国
連
人
権
理
事
会
に
よ
る
承
認
と
い
う
後
ろ
盾
を
得
て
、
国
連
諸
機
関
を
は
じ
め
、
国
家
、
国
際
・
地
域
機

関
、
企
業
、

（
労
働
者
、
消
費
者
、
地
域
住
民
な
ど
）
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
人
権
課
題
を
包
括
的
に
と
ら
え
る
概
念
と
し
て

N
G
o
な
ど
で
広
く
普
及
・
実
施
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
実
施
に
む
け
た
動
き
の
ひ
と
つ
が
国
家
に
よ
る

N
A
P
の
策
定
で
あ
る
。

N
A
P
の
策
定
は
、
指
導
原
則
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い

(5
)
 

が
、
欧
州
委
員
会
の
「
企
業
の
社
会
的
責
任
の
た
め
の

E
u新
戦
略

2
0
1
1
I
2
0
1
4
」
に
お
い
て
加
盟
国
に
指
導
原
則
を
実
施
す

る
た
め
の
国
別
計
画
の
策
定
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、

2
0
1
2
年
の
第

1
回
国
連
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
セ
ッ
シ
ョ

(6
)
 

ン
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
2
0
1
4
年
の
国
連
人
権
理
事
会
決
議
に
お
い
て
、
指
導
原
則
の
実
施
の
鍵
と
し
て
、
国
家
に
対
し
て

N
A
P
の
策
定
が
働
き
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在

(
2
0
1
9
年

3
月
15
日
現
在）

、
2
0
1
3
年

9
月
に
発
表

(
2
0
1
6
年

に
改
訂
版
を
発
表
）

含
め
、

し
た
英
国
に
は
じ
ま
り
21
カ
国
が

N
A
P
を
策
定
し
た
。

2
0
1
6
年
11
月
に

N
A
P
の
策
定
を
宣
言
し
た
日
本
を

(7
)
 

23
カ
国
が
策
定
中
で
あ
る
。

N
A
P
と
国
家
の
域
外
的
保
護
義
務

N
A
P
に
盛
り
込
ま
れ
る
施
策
の
対
象
範
囲
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
指
導
原
則
で
の
国
家
の
保
護
義
務
の
対
象
範
囲
と
な
る
。
指

導
原
則
の
原
則

l
で
は
、

「
国
家
は
、
そ
の
領
域
及
び
／
ま
た
は
管
轄
内
で
生
じ
た
、
企
業
を
含
む
第
一二
者
に
よ
る
人
権
侵
害
か
ら
保
護
し

と
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
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)

日
本
の

B
L
S
報
告
書
に
お
け
る
国
家
の
域
外
的
保
護
義
務

(8
)
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に
原
則

2
で
は
、
「
国
家
は
、
そ
の
領
域
及
び
／
ま
た
は
管
轄
内
に
住
所
を
定
め
る
す
べ
て
の
企
業
が

(9
)
 

そ
の
活
動
を
通
じ
て
人
権
を
尊
重
す
る
と
い
う
期
待
を
、
明
確
に
表
明
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
、
自
国
領
域
内

で
の
企
業
に
よ
る
人
権
侵
害
は
も
ち
ろ
ん
、
自
国
企
業
に
よ
る
領
域
外
で
の
人
権
侵
害
に
対
し
て
も
保
護
義
務
を
負
う
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
原
則

2
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
、
「
現
在
、
国
家
は
、
国
際
人
権
法
の
下
で
は
、
そ
の
領
域
及
び
／
ま
た
は
管
轄
内
に
あ
る
企
業
の
域

外
活
動
を
規
制
す
る
こ
と
を
一
般
的
に
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い

。
ま
た
、
認
知
さ
れ
た
管
轄
的
根
拠
が
あ
る
場
合
、
そ
う
す
る
こ
と
を
一

般
的
に
禁
止
さ
れ
て
も
い
な
い

。
こ
れ
に
沿
っ
て
、
人
権
条
約
機
関
の
い
く
つ
か
は
、
国
家
が
管
轄
内
に
あ
る
企
業
に
よ
る
国
外
で
の
侵

(10
)
 

害
を
防
止
す
る
手
段
を
講
ず
る
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

で
は
、
自
国
企
業
の
国
外
で
の
事
業
活
動
に
対
す
る
国
家
の
保
護
義
務
と
し
て
ど
の
よ
う
な
施
策
が
盛
り
込
ま
れ
る
べ
き
な
の
か
。
原

則
2
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
域
外
的
保
護
義
務
の
履
行
と
し
て
、
国
家
の
と
っ
て
き
た
措
置
に
は
域
外
的
な
波
及
効
果
の
あ
る
国

内
措
置
が
あ
り
、
例
え
ば
、
親
会
社
に
対
し
、
企
菓
グ
ル
ー
プ
全
体
で
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
事
業
活
動
に
つ
い
て
の
報
告
を
要
求
す

る
こ
と
が
こ
れ
に
当
た
る
。
加
え
て
、
直
接
的
な
域
外
適
用
立
法
お
よ
び
そ
の
執
行
が
あ
り
、
犯
罪
行
為
地
を
問
わ
ず
、
犯
罪
行
為
者
の

(11
)
 

国
籍
に
基
づ
く
訴
追
が
可
能
な
刑
事
法
制
度
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

日
本
は

2
0
1
6
年

11
月
に
政
府
が

N
A
P
の
策
定
を
発
表
し
、

2
0
1
8
年
春
か
ら
関
係
府
省
庁
で
連
携
し
企
業
や
市
民
社
会
を
招

い
て
の
意
見
交
換
会
が
開
始
さ
れ
た
。
年
末
に
は

N
A
P
策
定
の
た
め
の
現
状
把
握
調
査
で
あ
る

B
L
S
報
告
書
が
発
表
さ
れ
た
。
報
告

書
で
は
、
指
導
原
則
の
第

1
の
柱
お
よ
び
第

3
の
柱
に
関
す
る
法
制
度
・
施
策
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
も
の
が
な
い
場
合
も
含
め
、
網
羅

的
に
回
答
さ
れ
て
い
る
点
は
評
価
で
き
る
一
方
、
法
制
度
・
施
策
の
現
状
が
示
さ
れ
る
に
留
ま
り
、

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
ス
タ
デ
ィ
が
本
来
の
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2

人
権
条
約
に
お
け
る
国
家
の
域
外
的
保
護
義
務

一
般
的
意
見
・

一
般
勧
告
で
の
企
業
に
対
す
る
国
家
の
義
務
の

コ
ロ
ン

(12
)
 

目
的
と
す
る
ギ
ャ
ッ
プ
の
特
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
筆
者
の
検
討
・
分
析
に
よ
る
と
、
「
日
本
企
業
に
よ
る
国
外
で
の
人
権
侵
害
の
防

止
・
救
済
」
に
つ
な
が
る
法
制
度
・
施
策
は
既
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
が
、
「
新
し
い
分
野
」
と
さ
れ
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
す
る

共
通
理
解
が
欠
け
て
い
る
た
め
か
、
既
存
の
施
策
は
「
ビ
ジ
ネ
ス
」
ま
た
は
「
人
権
」
と
関
連
す
る
も
の
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
の
施

な
お
、
国
内
の
み
な
ら
ず
国
外
に
も
広
が
る
国
家
の
人
権
保
護
義
務
の
対
象
範
囲
を
網
羅
す
る

N
A
P
を
各
国
が
策
定
し
て
い
る
か
と

(13
)
 

い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
国
際

N
G
o
で
あ
る

I
C
A
R
、
E
C
C
J、
D
e
j
u
s
t
i
c
i
a
に
よ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
調
査
対
象
の

11
カ
国
の

N

(14
)
 

A
P
の
う
ち
、
領
域
内
お
よ
び
管
轄
下
と
い
う
対
象
範
囲
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る

N
A
P
を
策
定
し
た
国
は

4
カ
国
（
イ
タ
リ
ア
、
英
国
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
）

の
み
で
、
領
域
内
ま
た
は
領
域
外
の
い
ず
れ
か
に
触
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

ビ
ア
の

N
A
P
は
自
国
で
事
業
を
行
う
コ
ロ
ン
ビ
ア
ま
た
は
外
国
企
業
が
対
象
で
あ
り
、
米
国
、

ド
の

N
A
P
は
自
国
企
業
の
国
外
で
の
影
響
に
つ
い
て
の
み
が
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
。

で
は
日
本
の

N
A
P
策
定
に
お
け
る
優
先
課
題
で
あ
る
国
家
の
域
外
的
保
護
義
務
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が

N
A
P
に
盛
り
込

ま
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
指
導
原
則
に
お
い
て

「
国
家
が
管
轄
内
に
あ
る
企
業
に
よ
る
国
外
で
の
侵
害
を
防
止
す
る
手
段
を
講
ず
る

こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
人
権
条
約
実
施
機
関
に
よ
る
見
解
を
確
認
す
る
。

人
権
条
約
の
条
約
実
施
機
関
は
、
そ
の
国
際
的
実
施
、
す
な
わ
ち
、

解
釈
、
政
府
報
告
審
査
の
最
終
所
見
で
の
企
業
に
対
す
る
国
家
の
義
務
の
勧
告
に
お
い
て
、
国
家
の
域
外
的
義
務
を
認
め
て
ぎ
た
。

策
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
が
多
か
っ
た
。

ス
イ
ス
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
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人
権
条
約
上
の
国
家
の
義
務
と
し
て
の
域
外
的
保
護
義
務

条
約
実
施
機
関
が
条
約
規
定
か
ら
国
家
の
域
外
的
保
護
義
務
を
導
く
解
釈
は
二
段
階
で
あ
り
、
第
一
に
、
締
約
国
が
「
管
轄
」
下
に
あ

る
個
人
の
権
利
に
対
し
義
務
を
負
う
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
第
二
に
、
こ
の
「
管
轄
」
の
解
釈
か
ら
領
域
外
で
の
自
国
企
業
の
活
動

第
一
段
階
の
人
権
条
約
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
定
は
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
締
約
国
の
管
轄
下
に
あ
る
個
人
へ
の
適
用
と
す
る

(16
)

（

17
)
 

条
約
、
自
由
権
規
約
の
よ
う
に
「
そ
の
領
域
内
に
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
管
轄
の
下
に
あ
る
す
べ
て
の
個
人
」
へ
の
適
用
と
す
る
条
約
、
そ

(18
)
 

し
て
国
家
の
義
務
の
具
体
的
な
適
用
範
囲
に
つ
い
て
明
示
し
た
規
定
を
持
た
な
い
条
約
で
あ
る
。
自
由
権
規
約
の
場
合
、
規
約
委
員
会
は

(19
)
 

一
貫
し
て
an
d
を
「
か
つ
／
ま
た
は
」
と
理
解
し
て
き
て
お
り
、

ま
た
個
人
通
報
制
度
を
規
定
す
る
第
一
選
択
議
定
書
で
は
、
「
管
轄
」
下

に
あ
る
個
人
か
ら
の
通
報
を
委
員
会
は
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
な
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
定
を
持
た
な
い
条
約
の
場
合
は
、

(20
)
 

条
約
実
施
機
関
の
実
行
に
よ
り
適
用
範
囲
の
明
確
化
が
補
完
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
規
定
の
仕
方
は
異
な
る
も
の
の
、
締
約
国
が

「
管
轄
」
下
に
あ
る
個
人
の
権
利
に
対
し
義
務
を
負
う
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
。

第
二
段
階
と
し
て
の

「管
轄
」
の
解
釈
に
つ
い
て
留
意
が
必
要
な
の
は
、
他
の
条
約
機
関
よ
り
も
い
ち
早
く
本
国
の
義
務
に
焦
点
を
当

て
て
き
た
社
会
権
規
約
委
員
会
が
当
初
と
っ
て
い
た
の
は
、
国
際
協
力
の
義
務
（
国
際
協
力
を
通
じ
て
人
権
を
実
現
す
る
義
務
）
か
ら
導

く
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

社
会
権
規
約
お
よ
び
子
ど
も
の
権
利
条
約
に
は
国
家
の
国
際
協
力
の
義
務
が
明
示
的
に
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、
他
の
人
権
条
約
は
そ
う
で
は
な
い
。
自
国
企
業
の
領
域
外
で
の
人
権
侵
害
が
懸
念
さ
れ
る
に
従
い
、
人
権
条
約
で
は
「
管

轄
」
の
解
釈
を
通
じ
て
、
国
家
の
域
外
的
保
護
義
務
の
違
反
を
認
定
し
勧
告
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
現
在
、
社
会
権
規
約
お

(21
)
 

よ
び
子
ど
も
の
権
利
条
約
は
、
二
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
併
用
し
て
域
外
的
保
護
義
務
を
導
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
国
際
協
力
の
義
務
か
ら

の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ

っ
た
社
会
権
規
約
委
員
会
は
、
国
際
協
力
と
い
う
義
務
の
特
性
か
ら
締
約
国
の
違
反
認
定
に
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を

に
対
す
る
国
家
の
保
護
義
務
を
確
認
し
て
い
る
。
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得
な
い
課
題
を
抱
え
て
い
た
。
第
46
会
期

(
2
0
1
1
年）

(22
)
 

の
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
「
管
轄
」
の
解
釈
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
域

外
的
義
務
を
取
り
上
げ
、
そ
し
て
同
会
期
の
第

5
回
ド
イ
ツ
政
府
報
告
審
査
の
最
終
所
見
に
お
い
て
政
府
の
域
外
的
保
護
義
務
の
違
反
を

(23
)

（

24
)
 

懸
念
し
勧
告
を
出
す
に
至
っ
た
。
二

つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
併
用
は
社
会
権
規
約
一
般
的
意
見
2
4
(
2
0
1
7
年
）
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

条
約
上
の
義
務
と
し
て
国
家
の
域
外
的
保
護
義
務
を
解
釈
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
域
外
で
の
企
業
活
動
に
国
家
の
管
轄
を
認

め
る
要
件
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
子
ど
も
の
権
利
条
約

一
般
的
意
見
1
6
(
2
0
1
2
年
）
は
、
「
社
会
権
分
野
に
お
け
る
国
家
の
域
外
的
な
義

(25
)
 

務
に
関
す
る
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
原
則
」
の
見
解
を
採
用
し
な
が
ら
、
国
家
と
企
業
と
の
間
に
「
合
理
的
な
結
合

(a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
 link
)
が

あ
る
場
合
」
に
、
本
国
は
域
外
的
で
の
企
業
活
動
に
お
い
て
子
ど
も
の
権
利
を
保
障
す
る
義
務
を
負
う
と
し
た
。
こ
の
「
合
理
的
な
結
合
」

は、

当
該
締
約
国
の
な
か
に
、

①
企
業
が
活
勤
の
中
心
地
を
有
す
る
場
合
、

②
登
録
地
も
し
く
は
住
所
地
を
有
す
る
場
合
、

③
ビ
ジ
ネ
ス

(26
)
 

ま
た
は
実
質
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
の
主
要
地
を
有
す
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
社
会
権
規
約

一
般
的
意
見
24
は
、
「
領
域
内
お
よ
び

(27
)
 

／
ま
た
は
管
轄
下
に
住
所
を
有
す
る

(
d
o
m
i
c
i
l
e
d
)
」
場
合
に
本
国
は
義
務
を
負
う
と
し
、
そ
れ
に
は
①
当
該
国
の
法
律
に
よ

っ
て
設
立
さ

(28
)
 

れ
た
企
業
、

②
法
定
住
所
、
中
心
的
な
管
理
部
門
、
ま
た
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
主
要
地
を
当
該
領
域
内
に
有
す
る
企
業
が
含
ま
れ
る
と
し
た
。

次
に
、
管
轄
を
認
め
ら
れ
た
企
業
の
侵
害
行
為
に
対
し
、

国
家
の
相
当
の
注
意
義
務
の
違
反
が
認
定
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
だ

ろ
う
か
。
子
ど
も
の
権
利
条
約
一
般
的
意
見

16
で
は
、
国
家
と
問
題
と
な
る
企
業
の
域
外
で
の
侵
害
行
為
の
間
に
合
理
的
な
結
合
が
あ
る

(29
)
 

場
合
に
、
被
害
者
に
対
し
司
法
お
よ
び
司
法
外
の
救
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
社
会
権
規

約
一
般
的
意
見
24
で
は
、
締
約
国
は
企
業
行
為
に
対
し
直
接
の
国
際
責
任
を
負
わ
な
い
が
、
合
理
的
措
置
を
と
る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
で

侵
害
が
生
じ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
条
約
上
の
義
務
の
違
反
に
な
り
う
る
と
し
、
ま
た
国
家
が
侵
害
の
発
生
を
実
際
に
は
予

2
)

自
国
企
業
の
侵
害
行
為
に
対
し
て
国
家
の
管
轄
を
認
め
る
要
件
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(30
)
 

測
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
侵
害
が

一
般
的
に
合
理
的
に
予
見
可
能
な
も
の
で
あ
る
場
合
は
国
家
責
任
が
生
じ
う
る
と
す

る
。
自
由
権
規
約
の
生
命
へ
の
権
利
に
関
す
る

一
般
的
意
見

36
(2
0
1
8
年
）
に
お
い
て
、
民
間
企
業

（交
通
、
病
院
、

ィ
）
に
よ
る
合
理
的
に
予
見
可
能
な
生
命
へ
の
脅
威
へ
の
対
応
と
し
て
、
生
命
へ
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
の
積
極
的
措
置
を
と
る
国
家

の
義
務
を
認
め
、
そ
の
な
か
に
は
、
自
国
企
業

（領
域
内
に
本
拠
地
ま
た
は
管
轄
下
に
あ
る
企
業
）

の
活
動
な
ど
領
域
内
で
発
生
す
る
領

(31
)
 

域
外
の
活
動
で
、
領
域
外
の
個
人
の
生
命
へ
の
権
利
に
直
接
的
で
合
理
的
に
予
見
可
能
な
影
響
を
持
つ
も
の
も
対
象
で
あ
る
と
し
た
。

国
家
の
域
外
的
保
護
義
務
の
内
容

セ
キ
ュ
リ
テ

「ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
連
し
た
国
家
の
保
護
義
務
に
つ
い
て
、
特
徴
的
な
の
は
、
企
業
の
国
内
外
で
の
条
約
上
の
権
利
侵
害
に
対
し

立
法

・
司
法

・
行
政
上
の
あ
ら
ゆ
る
適
切
な
手
段
を
と
る
義
務
、
す
な
わ
ち
、
企
業
に
よ
る
侵
害
を
防
止
・

捜
査

・
処
罰
し
、
被
害
者
へ

(32
)
 

の
救
済
を
含
め
確
実
に
侵
害
を
是
正
す
る
相
当
の
注
意

(d
u
e
dili
g
e
n
c
e
)
義
務
を
負
う
こ
と
を
繰
り
返
し
確
認
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

(33
)
 

な
お
、
本
国
の
域
外
的
義
務
が
受
入
国
の
保
護
義
務
と
同
程
度
で
あ
る
か
は
疑
問
が
残
る
。

域
外
的
保
護
義
務
の
内
容
は
、

具
体
的
に
は
、
事
前
対
応
と
し
て
の
人
権
侵
害
の
防
止
、
そ
し
て
事
後
対
応
と
し
て
の
侵
害
行
為
の
捜

査

・
被
害
者
の
救
済
か
ら
な
る
。
防
止
す
る
義
務
に
は
、
自
国
企
業
に
よ
る
領
域
外
で
の
人
権
侵
害
を
規
制
す
る
立
法
お
よ
び
行
政
措
置
、

企
業
に
人
権
尊
重
の
た
め
の
相
当
の
注
意
の
実
現
を
促
す
国
内
施
策
の
推
進
や
政
府
機
関
の
能
力
開
発

（キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
・
ビ
ル
デ
ィ
ン

(34
)
 

グ
）
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
立
法
措
置
に
よ
り
企
業
に
人
権
尊
重
の
た
め
の
方
針
や
手
続
に
つ
い
て
報
告
義
務
を
課
す
こ
と
の
ほ
か
、
政
府

の
企
業
支
援
施
策
に
お
け
る
保
護
義
務
の
実
現
、
例
え
ば
企
業
に
対
す
る
公
的
支
援
の
際
に
過
去
の
人
権
侵
害
の
有
無
を
考
慮
し
、
国
外

で
の
人
権
取
組
み
を
条
件
付
け
す
る
こ
と
、
輸
出
信
用
機
関
な
ど
政
府
機
関
が
人
権
侵
害
に
加
担
し
な
い
よ
う
企
業
支
援
の
前
に
対
策
を

(35
)
 

と
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
開
発
援
助
機
関
お
よ
び
在
外
公
館
は
投
資
の
促
進
に
責
任
が
あ
り
、
政
府
間
対
話
に
ビ
ジ
ネ
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(36
)
 

ス
課
題
を
取
り
上
げ
、
貿
易
協
定
を
締
結
す
る
前
に
人
権
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
が
勧
告
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
捜
査
・
救
済
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
域
外
で
の
企
業
の
侵
害
行
為
に
対
し
て
被
害
者
が
責
任
を
問
う
実
効
的
な
救
済
措
置
を
設
置

(37
)
 

す
る
こ
と
に
加
え
、
自
国
裁
判
所
に
お
い
て
多
国
籍
企
業
が
責
任
を
負
う
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
障
害
を
国
内
法
に

(38
)
 

導
入
し
な
い
こ
と
、
被
害
者
が
救
済
を
利
用
す
る
た
め
の
様
々
な
障
壁
を
取
り
除
く
た
め
に
、
親
会
社
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
責
任

受
入
国
・
本
国
の
間
の
国
際
協
力
（
司
法
共
助
）

を
訴
え
る
制
度
の
確
立
、
人
権
侵
害
に
対
す
る
集
団
訴
訟
お
よ
び
公
益
訴
訟
の
実
現
、
原
告
に
対
す
る
法
的
支
援
や
資
金
援
助
の
確
立
、

(39
)
 

情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
お
よ
び
国
外
で
の
証
拠
収
集
の
促
進
な
ど
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
他
国
に
お
け
る
捜
査
や
執
行
手
続
に
つ
い
て
は
、

(40
)
 

の
推
進
の
必
要
性
を
強
調
す
る
。
裁
判
外
の
救
済
手
続
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

O
E
C
D

多
国
籍
企
業
行
動
指
針
の
国
内
連
絡
窓
口
（
以
下
、

援
、
十
分
な
人
的
・
物
的
資
源
や
独
立
性
の
確
保
、

N
C
P
)
が
あ
り
、
領
域
外
で
の
問
題
を
扱
う
際
の

N
C
P
へ
の
国
家
間
協
カ
・
支

(41) 

N
C
P
に
よ
る
勧
告
の
実
効
的
な
実
施
が
求
め
ら
れ
た
。

よ
り
ひ
ろ
く
意
識
関
心
や
啓
発
の
促
進
の
施
策
も
求
め
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
自
国
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
事
業
展
開
を
踏
ま
え
た

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
、
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
協
働
を
含
め
た
情
報
提
供
お
よ
び
意
識
啓
発
・
研
修
の

(42
)
 

推
進
な
ど
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
具
体
的
な
義
務
履
行
に
関
し
て
問
題
と
な
る
の
が
「
管
轄
権
の
域
外
適
用
」
で
あ
る
。
人
権
条
約
で
は
、
国
家
の
域
外
的
保
護

義
務
の
履
行
に
際
し
、
「
締
約
国
は
国
連
憲
章
お
よ
び
一
般
国
際
法
を
侵
害
せ
ず
、
お
よ
び
条
約
上
の
受
入
国
の
義
務
を
損
な
っ
て
は
な
ら

(43
)
 

な
い
」
こ
と
を
都
度
確
認
し
て
き
た
。
上
記
の
域
外
的
保
護
義
務
の
実
施
措
置
を
管
轄
権
の
種
類
に
沿
っ
て
分
類
す
る
と
、
立
法
管
轄
権

の
域
外
適
用
に
当
た
る
も
の
、
司
法
管
轄
権
の
域
外
適
用
に
当
た
る
も
の
、
域
外
的
な
効
果
を
有
す
る
国
内
措
置
に
分
類
で
き
、
執
行
管

轄
権
に
関
わ
る
よ
う
な
企
業
の
国
外
で
の
人
権
侵
害
の
捜
査
に
つ
い
て
は
、
受
入
国
と
の
間
の
国
際
協
力
（
司
法
共
助
）
が
推
進
さ
れ
て

(44
)
 

い
る
。
企
槃
に
対
す
る
相
当
の
注
意
義
務
の
履
行
は
、
複
数
国
に
渡
っ
て
企
柴
グ
ル
ー
プ
や
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
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4
)
 

か
ら
、
自
国
領
域
外
へ
も
何
ら
か
の
影
響
を
及
ほ
す
こ
と
に
な
る
が
、

必
ず
し
も
義
務
履
行
が
「
管
轄
権
の
域
外
適
用
」
に
な
る
わ
け
で

(45
)
 

は
な
い
。

人
権
条
約
上
の
義
務
と
し
て
、
締
約
国
が
自
国
企
業
に
対
す
る
域
外
的
保
護
義
務
を
負
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た

が
、
課
題
も
残
る
。
例
え
ば
、
義
務
内
容
に
つ
い
て
は
、
条
約
実
施
機
関
の
あ
い
だ
で
、
域
外
的
保
護
義
務
を
人
権
侵
害
の
防
止
・
救
済

の
た
め
の
相
当
の
注
意
義
務
と
す
る
と
こ
ろ
は
共
通
で
あ
る
が
、
「
適
当
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
多
様
な
見
解
が

示
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
国
家
が
域
外
的
保
護
義
務
を
負
う
こ
と
が
、
自
動
的
に
、
自
国
企
業
の
領
域
外
で
の
人
権
侵
害
に
責
任
を
負
う

こ
と
に
は
な
ら
ず
、
自
国
企
業
の
侵
害
行
為
と
国
家
の
間
に
合
理
的
な
結
合
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
が
、
何
を
も
っ
て
合
理
的
な
の
か
は

不
明
確
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
、
自
由
権
規
約
で
の
個
人
通
報
事
例
、
そ
し
て
国
連
人
権
理
事
会
の
政
府
間
作
業
部
会
に
よ
る
条
約
案
の
起
草

を
通
じ
て
前
進
が
み
ら
れ
た
の
で
、
以
下
で
検
討
す
る
。

自
由
権
規
約
委
員
会
に
よ
る
個
人
通
報
に
お
け
る
国
家
と
企
業
の
間
の
結
合
要
件
の
明
確
化

2
0
1
7
年
、
自
由
権
規
約
の
個
人
通
報
手
続
の
受
理
可
能
性
審
査
に
お
い
て
、

B
a
s
e
m

A
h
m
e
d
 Is
s
a
 Y
 ass
m
他
対
カ
ナ
ダ
事
件

(46) 

（
通
報
番
号
2
2
8
5
¥
2
0
1
3
)

の
不
受
理
が
決
定
し
た
。
本
件
は
、
委
員
会
の
決
定
に
付
さ
れ
た
補
足
意
見
が
認
め
る
よ
う
に
、
他
国
領
域
内

(47
)
 

で
活
動
す
る
自
国
管
轄
下
に
あ
る
企
業
の
行
為
と
関
連
し
て
締
約
国
の
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
初
め
て
の
個
人
通
報
事
例
で
あ
る
。

通
報
者
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
占
領
さ
れ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
領
域
で
あ
る
ビ
リ
ン
村
の
出
身
者
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
企
業
2
社
が
主
に
関
与
し
た
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入
植
地
建
設
の
た
め
に
、
代
々
農
業
や
放
牧
な
ど
生
計
の
た
め
に
使
用
し
て
き
た
土
地
を
奪
わ
れ
た
こ
と
で
、
通
報
者
の
第

7
条

・
12
条

1
項
・

17
条
・

27
条
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
政
府
は
、

2
社
に
責
任
を
認
め
て
通
報
者
に
実
効
的
な
救
済
を
提
供

す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
企
業
が
条
約
上
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
よ
う
十
分
な
規
制
を
怠
っ
た
こ
と
は
、
域
外
的
義
務
の
違
反
で
あ
る
と
通

(48
)
 

報
者
は
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
委
員
会
は
、
通
報
者
が
選
択
議
定
書
第

1
条
の
「
（
締
約
国
の
）
管
轄
下
に
あ
る
個
人
」
に
当
た
ら
な

(49
)
 

い
と
し
て
、
第

2
条
の
も
と
受
理
可
能
性
を
認
め
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
通
報
者
は
、
委
員
会
に
対
し
、

2
社
の
国
外
で
の
活
動
に

合
理
的
で
相
当
な
注
意
を
払
う
こ
と
を
怠
っ
た
結
果
と
し
て
カ
ナ
ダ
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
た
め
の
十
分
な
情
報
を
提
供
し
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
情
報
に
は
、
例
え
ば
、

①
企
業
活
動
を
統
治
す
る
締
約
国
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
規
制
を
行

っ
て
い
た
の
か
、

ま
た
締
約
国
が
実
効
的
に
規
制
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
②
入
植
地
建
設
に
お
い
て
企
業
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ

て
お
り
、
そ
の
活
動
に
よ
り
通
報
者
の
権
利
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
、

③
当
該
企
業
活
動
に
関
し
て
締
約
国
が
合
理
的
に
利

(50
)
 

用
で
き
る
情
報
は
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
結
果
が
予
見
で
き
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

委
員
会
決
定
に
対
す
る
補
足
意
見
は
、
本
件
の
よ
う
な
域
外
的
保
護
義
務
違
反
の
通
報
に
対
し
て
受
理
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の

要
件
を
明
ら
か
に
し
た
。
管
轄
の
概
念
に
関
し
て
、
国
家
が
規
約
上
の
権
利
を
保
障
す
る
義
務
を
負
う
の
は
「
締
約
国
の
権
限
と
実
効
的

支
配
の
下
に
あ
る
す
べ
て
の
者
」
で
あ
り
、
こ
の
「
権
限
ま
た
は
実
効
的
支
配
」
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
本
件
で
は
規
約
上
の
締
約
国

の
義
務
と
、
（
問
題
と
な
る
企
業
の
）
行
為
、
そ
し
て
通
報
者
の
権
利
侵
害
の
間
の
結
合
を
証
明
す
る
情
報
が
必
要
と
さ
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
管
轄
の
基
本
的
要
素
は
、
締
約
国
の
作
為

・
不
作
為
と
申
し
立
て
ら
れ
た
侵
害
の
間
に
十
分
な
結
合
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
は
、
直
接
的
な
場
合
だ
け
で
な
く
、
間
接
的
な
結
合
も
含
ま
れ
、
個
人
に
対
し
そ
の
権
限
ま
た
は
実
効
的
支
配
を
行
使
す
る
他
の
国

家
ま
た
は
組
織
体
に
対
し
、
あ
る
締
約
国
が
十
分
な
影
響
を
行
使
し
て
い
る
か
否
か
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
。
個
人
通
報
事
例
（
通
報

番
号
1
5
3
9

¥
2
0
0
6
)

は、

他
国
の
管
轄
下
で
の
条
約
違
反
に
対
し
因
果
関
係
が
あ
る
場
合
に
国
家
責
任
を
認
め
る
も
の
で
、
域
外
的
な
侵
害
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こ
と
が
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
い
る
。

(51
)
 

は
必
然
的
で
、
予
見
可
能
な
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
締
約
国
が
当
時
何
を
知
り
得
た
の
か
に
つ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

(52
)
 

し
た
。
本
件
は
基
本
的
に
は
先
例
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
侵
害
を
行
っ
た
第
三
者
が
国
家
で
は
な
く
企
業
で
あ
る
点
は
先
例
と
は
異
な
る

(53) 

が
、
こ
れ
は
委
員
会
の
実
行
の
範
囲
内
で
あ
り
、
ま
た
一
般
的
意
見
31
の
積
極
的
義
務
で
も
確
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
企

業
に
よ
り
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
個
人
と
の
管
轄
上
の
結
合
は
、
締
約
国
が
当
該
企
業
活
動
を
規
制
す
る
実
効
的
な
能
力
を
有
す
る
か
否

か
、
規
約
上
の
権
利
の
侵
害
に
関
し
て
企
業
活
動
お
よ
び
そ
の
必
要
で
予
見
可
能
な
結
果
を
実
際
に
知
っ
て
い
た
か
否
か
に
基
づ
き
確
立

(54
)
 

す
る
の
で
あ
る
。

4
．
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
の
条
約
起
草
過
程
に
お
け
る
国
家
の
防
止
と
救
済
の
義
務
の
明
確
化

2
0
1
4
年
国
連
人
権
理
事
会
決
議

26
/
9
に
お
い
て
、
「
多
国
籍
企
業
お
よ
び
そ
の
他
の
企
業
の
活
動
を
、
国
際
人
権
法
に
お
い
て
、

規
制
す
る
た
め
の
国
際
的
な
法
的
拘
束
力
あ
る
文
書
を
策
定
す
る
」
た
め
の
政
府
間
作
業
部
会
が
設
置
さ
れ
た
。
翌
2
0
1
5
年
よ
り
審

議
が
開
始
さ
れ
、
2
0
1
7
年
に
は
「
人
権
に
関
す
る
多
国
籍
企
業
と
そ
の
他
の
企
業
に
関
す
る
法
的
拘
束
力
あ
る
文
書
草
案
の
た
め
の

要
素
」
（以
下
、
要
素
文
書
）
が
、
そ
し
て

2
0
1
8
年
に
は
「
多
国
籍
企
業
お
よ
び
そ
の
他
の
企
業
の
活
動
を
国
際
人
権
法
に
お
い
て
規

制
す
る
た
め
の
法
的
拘
束
力
あ
る
文
書
（
ゼ
ロ
草
案
）
」
（
以
下
、
条
約
草
案
）
お
よ
び
「
多
国
籍
企
業
お
よ
び
そ
の
他
の
企
業
の
活
動
を

国
際
人
権
法
に
お
い
て
規
制
す
る
た
め
の
法
的
拘
束
力
あ
る
文
書
の
選
択
議
定
書
草
案
」

（以
下
、

選
択
議
定
書
案
）
が
発
表
さ
れ
、
検
討

が
進
ん
で
い
る
。
本
条
約
案
は
、

2
カ
国
以
上
の
管
轄
に
及
ぶ
活
動
、
人
、
影
響
に
関
与
す
る
「
多
国
籍
な
性
格
を
有
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
活

動」

（第
3
.
4
条
）
を
対
象
と
し
て
、
国
家
の
防
止
お
よ
び
救
済
の
義
務
を
規
定
し
て
お
り
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
本
国
の
自
国
企
業
の

域
外
で
の
活
動
に
対
す
る
義
務
も
含
ま
れ
る
。
な
お
、
条
約
草
案
の
対
象
と
な
る
人
権
は
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
人
権
の
全
範
囲
で
あ
る
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多
国
籍
な
性
格
を
有
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
で
の
人
権
侵
害
行
為
（
作
為
ま
た
は
不
作
為
）
に
対
し
て
ど
の
国
が
管
轄
を
有
す
る
か
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
条
約
草
案
の
第
5
条
に
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
起
草
に
あ
た

っ
て
は
、

E
u規
制
の
ほ
か
、
社
会
権
規
約

(55
)
 

一
般
的
意
見
24
や
子
ど
も
の
権
利
条
約
一
般
的
意
見
16
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
侵
害
行
為
に
対
す
る
訴
え
に
対
し
、
当
該
行
為
が
生
じ
た

国
の
裁
判
所
、
ま
た
は
当
該
行
為
を
行
っ
た
法
人
等
の
住
所
地
で
あ
る
国
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る

①
法
律
上
の
住
所
、

②
中
心
的
な
管
理
部
門
、

③
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
相
当
な
利
益
、

④
子
会
社
、
代
理
店
、
仲
介
業
者
、
支
社
、
駐
在
員
事

務
所
ま
た
は
そ
れ
相
当
す
る
も
の
、
こ
れ
ら
①
か
ら
④
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
場
合
と
し
て
い
る

（第
2
項）
。
幅
広
い
管
轄
の
概
念
を
規

定
す
る
こ
と
で
被
害
者
が
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
複
数
国
の
い
ず
れ
か
で
可
能
と
な
り
（
被
害
者
が
裁
判
所
を
選
択
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
）
、
こ
れ
に
よ
り
管
轄
の
決
定
と
人
権
義
務
の
間
に
標
準
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
意
見
の

一
方
、
管
轄
権
の
域
外
適
用
の

行
使
を
適
切
に
制
限
し
て
ほ
し
い
、
第
2
項
の
③
と
④
が
広
範
過
ぎ
る
の
で
国
際
私
法
に
依
拠
し
て
住
所
地
の
概
念
を
明
確
化
す
べ
き
な

(56
)
 

ど
の
懸
念
の
声
が
あ
が

っ
た
。

次
に
、
締
約
国
の
義
務
内
容
に
つ
い
て
は
、
防
止
と
救
済
に
重
き
を
置
く
。
防
止
に
つ
い
て
は
、
多
国
籍
な
性
格
を
有
す
る
ビ
ジ
ネ
ス

活
動
に
関
し
て
、
企
業
が
人
権
影
響
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
人
権
侵
害
の
可
能
性
を
評
価
し
、
ま
た
人
権
の
取
組
み
を
含
む
非
財
務
情
報

を
開
示
す
る
な
ど
、
企
業
の
相
当
の
注
意
義
務
の
国
内
法
化
を
確
保
し
、
ま
た
企
業
の
義
務
不
履
行
に
対
し
て
責
任
や
賠
償
を
実
現
す
る

こ
と
を
求
め
る

（
条
約
草
案
第

9
条
）
。
そ
し
て
被
害
者
本
人
に
加
え
、
家
族
や
被
害
者
の
支
援
者
の
有
す
る
司
法
お
よ
び
救
済
へ
の
実
効

的
で
迅
速
な
ア
ク
セ
ス
ヘ
の
権
利
を
認
め
、
自
国
の
国
内
裁
判
所
へ
の
訴
え
を
保
障
し
、
人
権
侵
害
を
捜
査
し
加
害
者
に
対
し
必
要
な
行

動
を
と
る
と
と
も
に
、
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
法
的
支
援
、
費
用
の
支
援
を
行
う
こ
と

（
条
約
草
案
第
8
条
）
を
確
保
す
る
国
際
法
上
の

義
務
を
負
う
こ
と
を
明
示
す
る
。
ま
た
、
他
国
の
管
轄
に
及
ぶ
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
締
約
国
に
対
し
て
刑
事
共
助

の
義
務
や
国
際
協
力
の
促
進
を
規
定
し
て
い
る
（
条
約
草
案
第
11.12
条
）。

こ
れ
ら
条
約
上
の
義
務
は
一
般
国
際
法
の
諸
原
則
に
従
っ
た

（第
1
項
）。

そ
の
住
所
地
と
は
、
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題
を
残
し
な
が
ら
も
、
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

形
で
実
施
さ
れ
（
条
約
草
案
第
13
条
）
、
条
約
の
履
行
確
保
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
に
よ
る
国
家
報
告
制
度
（
条
約
草
案
第
14
条
）
や
個
人

通
報
制
度
（
議
定
書
草
案
第
8
.
9
.
10
.
11
条
）
を
設
け
る
ほ
か
、
締
約
国
は
独
立
性
を
持
ち
政
府
に
勧
告
等
の
権
限
を
持
っ
た
国
内

履
行
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
設
置
す
る
義
務
を
負
う
（
議
定
書
草
案
第
1
条
）
と
し
て
い
る
。
全
体
的
に
条
約
上
の
文
言
の
不
明
確
さ
や
曖
昧
さ

が
指
摘
さ
れ
た
が
、
被
害
者
の
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
で
は
管
轄
権
の
域
外
適
用
を
認
め
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
、
国
内

法
で
確
保
す
る
企
業
の
相
当
の
注
意
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
指
導
原
則
に
従
う
よ
う
意
見
が
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
日
本
の

N
A
P
策
定
に
お
い
て
優
先
課
題
と
な
る
国
家
の
域
外
的
保
護
義
務
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が

N
A
P
に

盛
り
込
ま
れ
る
べ
き
な
の
か
、
人
権
条
約
実
施
機
関
に
よ
る
見
解
お
よ
び
政
府
間
作
粟
部
会
に
よ
る
条
約
草
案
で
の
議
論
を
中
心
に
検
討

し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
人
権
条
約
の
実
行
を
通
じ
て
、
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
個
人
の
権
利
を
保
障
す
る
国
家
の
条
約
義
務
か
ら
自
国
企

業
に
対
す
る
域
外
的
保
護
義
務
が
解
釈
さ
れ
、
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
国
家
と
企
業
の
結
合
要
件
、
お
よ
び
国
家
の
義
務
違
反
が
問

題
と
な
る
場
合
の
国
家
と
被
害
を
受
け
た
個
人
と
の
結
合
要
件
、
さ
ら
に
域
外
的
保
護
義
務
と
し
て
の
防
止

・
救
済
義
務
の
内
容
が
、
課

以
上
の
議
論
か
ら
、

日
本
政
府
が

N
A
P
を
策
定
す
る
に
あ
た
り
、
自
国
企
業
に
よ
る
国
外
で
の
人
権
侵
害
を
防
止
・
救
済
す
る
た
め

に
盛
り
込
む
べ
き
法
制
度

・
施
策
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
次
の

5
点
を
導
く
こ
と
が
で
き
た
。
①
自
国
企
業
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
事
業
展
開

を
踏
ま
え
た

「ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
、

②

マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
協
働
を
含
め
た
情
報
提
供
お
よ
び
意

識
啓
発

・
研
修
の
推
進
、

③
自
国
企
業
の
国
外
で
の
事
業
を
規
制

・
支
援
す
る
政
策
と
の
一
貫
性
の
確
保
、

④

「ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
項

目
を
明
示
し
た
非
財
務
情
報
の
開
示
、
⑤
自
国
企
業
の
国
外
で
の
人
権
侵
害
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
と
被
害
者
に
対
す

5

お
わ
り
に

」
日
本
の

N
A
P
策
定
に
向
け
て
の
課
題
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る
救
済
へ
の
ア
ク
セ
ス
で
あ
る
。
な
お
、

①
は
、
域
外
的
保
護
義
務
に
関
す
る
施
策
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
の

一
因
が
、

び
日
本
社
会
で
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
す
る
共
通
理
解
が
な
い
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
追
加
し
た
項
目
で
あ
る
。

①
か
ら
⑤
に
照
ら
し
、

B
L
S
報
告
書
で
の
日
本
の
法
制
度
・
施
策
の
現
状
を
検
討
・
分
析
し
た
場
合
、
ギ
ャ

ッ
プ
と
考
え
ら
れ
る
点

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
②
に
関
し
て
、
在
外
公
館
お
よ
び
ジ
ェ
ト
ロ
事
務
所
で
は
、
現
地
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ス
ク
だ
け
で
な
く
、
人
権

侵
害
の
防
止
に
む
け
た

「
人
権
リ
ス
ク
」
に
関
す
る
情
報
提
供

・
意
識
啓
発
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
旅
行
業
法
に
基
づ
く
自
己
点
検

表
、
中
小
企
業
庁
に
よ
る
意
識
啓
発
な
ど
に
も
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
の
内
容
ま
た
は
項
目
を
追
加
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
③
に
関
し
て

は
、
日
本
貿
易
保
険
お
よ
び
国
際
協
力
銀
行

(
J
B
I
C
)

日
本
政
府
お
よ

の
環
境
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ら
び
に
国
際
協
力
機
構

(J
I
C
A
)
の
社
会
環

境
配
慮
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
指
導
原
則
の
統
合
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
の
資
金
運
用
で
の
人
権
尊
重
責
任
の
確

保
、
公
共
調
達
契
約
時
に
お
け
る
調
達

・
流
通
過
程
を
含
め
た
人
権
影
響
評
価
の
導
入
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
④
に
つ
い
て
は
、
経
済
産

業
省
に
よ
る

E
s
G
／
非
財
務
情
報
に
関
す
る
対
話

・
開
示
の
手
引
き
（
価
値
協
創
ガ
イ
ダ
ン
ス
）

パ
ー
ト
ナ
ー
や
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
対
象
と
す
る
も
の
の
人
権
項
目
の
明
確
化
が
望
ま
れ
る
。

で
は
国
外
に
展
開
さ
れ
る
ビ
ジ
ネ
ス

こ
の
よ
う
に
既
存
の
法
制
度

・
施
策
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
の
視
点
お
よ
び
指
導
原
則
を
統
合
す
る
形
で
の
修
正
が
検

討
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
法
制
度

・
施
策
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
①
に
関
し
て
、
日
本
社
会
・
日
本
企
業
の
共
通

言
語
と
な
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
策
定
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
、
日
本
企
業
に
対
し
国
外
の
事
業
活
動
に
お

い
て
人
権
を
尊
重
す
る
よ
う
求
め
る
政
府
の
期
待
が
、
企
業
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
「
基
準
」
と
し
て
明
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ

の
「
基
準
」
が
既
存
の
法
制
度
・
施
策
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
④
に
関
し
て
、
グ
ロ

ー
バ
ル
・
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ

ー
ン

で
の
取
組
み
を
含
め
た
人
権
情
報
の
開
示
の
推
進
で
あ
る
。
企
業
に
よ
る
自
主
的
な
情
報
開
示
を
越
え
て
、
公
共
調
達
や
融
資
で
の
要
請

を
通
じ
て
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
立
法
に
よ
る
義
務
化
を
通
じ
て
透
明
性
を
求
め
る
こ
と
で
、
国
外
で
の
人
権
侵
害
に
対
す
る
防
止
・
救
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済
の
取
組
み
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
⑤
に
関
し
て
、
日
本
企
業
の
人
権
侵
害
行
為
に
対
す
る
責
任
の
明
確
化
と
救
済
へ
の

ア
ク
セ
ス
の
確
保
で
あ
る
。
日
本
の

N
C
P
に
つ
い
て
は
救
済
手
段
と
し
て
の
問
題
点
が
市
民
社
会
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
司
法
に
よ

る
救
済
、
司
法
以
外
の
救
済
の
可
能
性
に

つ
い
て
、
例
え
ば
企
業
や
業
界
団
体
と
の
協
働
に
よ
る
救
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
開
発
な
ど
、
さ
ら

な
る
検
討
が
期
待
さ
れ
る
。
今
後
、

N
A
P
策
定
が
政
府
、
企
業
、
市
民
社
会
な
ど
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
通

じ
て
進
め
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
本
稿
が
検
討
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

(
l
)
A
¥
H
R
C
¥
1
7
¥
3
1
,
 An

n
e
x
 

(2
)
外
務
省
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
ペ

ー
ス
ラ
イ
ン
ス
タ
デ
ィ
報
告
書
ロ
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
国
別
行
動
計
画
策
定
に
む
け
て
」

(
2
0
1
8

年
12
月）
、
h
t
t
p
s
:¥＼
w
w

w
.m
o
f
a
.
g
o
.jp
¥
m
o
f
a
j
¥
fil
e
s
¥
0
0
0
4
3
3
6
5
7
.p
d
f

(
ア
ク
セ
ス
日
2
0

1

9
年
3
月
15
日
）
。

(
3
)

E
¥
C
N
.4
¥
2
0
0
5
¥
9
1
,
 pa
r
a
.
 

6
.
 

(
4
)
]
o
h
n
 G
e
r
a
r
d
 R
u
g
g
ie
,
 "J

u
s
t
 B
u
s
i
n
e
s
s
:
 M
u
l
t
i
n
a
t
i
o
n
a
l
 C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
s
 a
n
d
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
ts
"
 (2
0
1
3
)
,
 in

t
r
o
d
u
ct
io
n
,
 p.
 xlv

i

日
六
平
韮
虹
訳
に
つ
い

て
は
、
ジ
ョ
ン
・
ジ

ェ
ラ
ル
ド

・
ラ
ギ
ー

（東
澤
靖
訳
）
「正
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
．
世
界
が
取
り
組
む
「
多
国
籍
企
業
と
人
権
」
の
課
題
」（
岩
波
書
店
、
2

0

1
4
年
）
、
35
頁
を
参
照
。

(
5
)
C
O
M
 (2
0
11
)
 68
1
 

(
6
)
A
¥
H
R
C
¥
2
6
¥
L.l
.
 

(7
)

O
H
C
H
R. "S
t
a
t
e
 N
a
t
io
n
a
l
 Ac
t
io
n
 P
l
a
n
s
 o
n
 B
u
s
in
e
s
s
 a
n
d
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
", 
htt
p
s
:/＼
w
w
w
.o
h
c
h
r
.o
r
g¥
e
n
¥
is
s
u
e
s
¥
b
u
siness
¥
p
a
g
e
s
¥
n
at
io
n
a
 

lactionplans
.a
s
p
x
 (as of 1
5
 M
a
r
c
h
 2
0
1
9
)
.
 

(
8
)

A
¥
H
R
C
¥
1
7
¥
3
1
.
 

A
n
n
e
x
.
 

Principle 1.

日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
国
際
連
合
広
報
セ
ン
タ
ー
助
言
、
財
団
法
人
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
情
報
セ
ン
タ
ー

（
ヒ
ュ

ー
ラ
イ
ツ
大
阪
）
お
よ
び
特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
日
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
訳
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
[
国
際
連
合

「保
護
、
尊
重
お
よ
び
救
済
」
枠
組
み
実
施
の
た
め
に

(A
¥
H
R
C
¥
1
7
¥
3
1
、
2

0
1

1
年
3
月
21
日
）
」
を
参
照
。

(9
)
A
¥
H
R
C
¥
1
7
¥
3
1. 
A
n
n
e
x
`
Principle 2
 

(10
)
I
b
i
d., 
Principl
e
 2
.
 Co

m
m
e
n
t
a
r
y
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(
11
)
]
b
i
d
 

(
12
)
I
C
A
R
 &
 T
h
e
 D
arns
h
 I
n
st
itu
te for H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
.
 "N

a
t
i
0
n
a
l
 A
c
t
i
o
n
 P
l
a
n
s
 o
n
 B
u
siness a
n
d
 H
u
m
a
n
 R
ights 
T
o
o
l
k
it
 20
1
7
 E
d
i
t
i
o
n
、、

(2
0
1
7
)
,
 https:

;ゞ
w
w
w
.h
u
m
a
n
r
i
gh
 ts
.
 

d
k
¥
p
u
blication
s
¥
n
a
t
i
on
al
'a
ction,pl
a
n
s
,
b
u
s
i
n
e
s
s
,
h
u
m
a
n
,
r
i
g
h
t
s
,
t
o
o
l
k
i
t
,
2
0
1
7
,e
dition
,
 p.
 

2
5
 
(a
s
 
of 
1
5
 

M
a
r
c
h
 2
0
1
9
)
.
 

(
13
)
I
C
A
R
、

E
C
C
J
、

D
e
j
u
stic
ia
,

"A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
 o
f
 Ex
i
s
t
i
n
g
 N
a
t
 

u
p
d
a
te
)
"
 (2
0
1
7
)
,
 ht

t
p
s
:/
¥
w
w
w
.
 

ic
a
r
.
 
n
g
o
¥
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
¥
2
0
1
7
¥
8
¥
2
3
¥
a
s
s
e
s
s
m
e
n
ts,of'
e
x
is
tin
g-n
a
tion
a
l,
a
c
t
ion,pl
a
n
s
,
n
a
p
s
,o
n
,
b
u
s
in
e
s
s
,
a
n
d
'
 

h
u
m
a
n,ri
g
h
ts
,a
u
g
u
st
,201
7
 (a
s
 of 1
5
 M
a
r
c
h
,
 20

1
9
)
.
 

(14
)
対
象
は
英
国

(2
0
1
3
年
版
お
よ
び

2
0
1
6
年
版
）
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ

ー
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
、

イ
タ
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
米
国
で
あ
る
。

(15
)
企
業
活
動
に
特
化
し
た
も
の
と
し
て
、

C
R
C
¥
c
¥
G
C
/
16;
E
¥
C
.1
2
¥
G
C
¥
2
4
.
 

(16
)
例
え
ば
、
拷
問
禁
止
条
約
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
、
移
住
労
働
者
権
利
条
約
で
あ
る
。

(17
)
「
領
域
内
に
あ
り
」
と
い
う
文
言
は
、
在
外
自
国
民
の
人
権
保
護
を
国
に
義
務
づ
け
る
こ
と
は
困
難
と
の
理
由
か
ら
で
あ
り
、
締
約
国
に
よ
る
領
域
外
で

の
人
権
侵
害
の
責
任
を
排
除
す
る
趣
旨
の
規
定
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
申
恵
宇

『国
際
人
権
法

己国
際
基
準
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
国
内
法
と
の
協
調

（第

2
版
）」
（
信
山
社
、
2
0
1
6
年
）
、
1
1
5
頁
。

(18
)
例
え
ば
、
社
会
権
規
約
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
、
障
害
者
権
利
条
約
で
あ
る
。
た
だ
し
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
第
3
条
で
は
、
人

種
隔
離
お
よ
び
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
禁
止
に
つ
い
て
、
「
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
領
域

(in
territo
ri
e
s
 u
n
d
e
r
 th
eir ju
r
is
di
ct
ion
)
」
と
規
定
す
る
。

(19
)
山
形
英
郎
「
自
由
権
規
約
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
;
自
由
権
規
約
委
員
会
に
よ
る
領
域
外
適
用
」

『ジ
ュ
リ
ス
ト
」
第
1
4
0
9
号

(2
0
1
0
年
）
、
4
7
1
5
6

頁
、
52
頁
。
な
お
、
山
形
は
自
由
権
規
約
委
員
会
の
示
し
て
き
た
見
解
は
条
約
法
条
約
の
解
釈
に
関
す
る

一
般
的
な
規
則
で
あ
る

「
用
語
の
通
常
の
意
味
に

従
い
、
誠
実
に
解
釈
す
る
」
こ
と
か
ら
見
る
と
行
き
過
ぎ
で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

(20
)
一
例
と
し
て
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約

一
般
勧
告
28

(C
E
D
A
W
¥
c
¥
G
C
¥
2
8
,
p
a
r
a
.
 

3
9
)

が
あ
る
。

(21
)
子
ど
も
の
権
利
条
約
の
場
合
は
以
下
を
参
照
。
C
R
C
¥
C
¥
G
C
¥
1
6
,
p
a
r
a
 39・ 

(
22
)
E
¥
C
.
1
2
¥
2
0
11
¥
l
.
 

(
23
)
E
¥
C
.
1
2
¥
D
E
U
¥
c
o
¥
5
,
 pa
r
a
.
1
0
.
 

(24)

E
¥
C
.
1
2
¥
G
C
¥
2
4
,
 pa
r
a
.
 

2
7
.
 

(25)

D
e
 S
c
h
u
t
t
e
r
,
 Oli

v
e
r
.
 Ei

d
e
,
 A

s
b
j
o
r
n
`
K
h
a
lf
a
n
,
 As

h
f
a
q
,
 Or

e
l
l
a
n
a
,
 Ma

r
c
o
s
,
 Sa

l
o
m
o
n
,
 Ma

r
g
o
t`
た

S
e
id
e
r
m
a
n
,
I
a
n
,
 "C

o
m
m
e
n
t
a
r
y
 to t
h
e
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